＜毛呂山町　開発許可後、完了までのご案内＞　　R7.4
　開発許可後に必要となる手続きは、以下のとおりです。
[bookmark: RANGE!A1:D13]
	毛呂山町役場　まちづくり整備課　開発建築係
入間郡毛呂山町中央２―１
電  話：（０４９）２９５－２１１２（代）　内線１５９
E-mail：mati@town.moroyama.saitama.jp
	様式ダウンロード
「毛呂山町行政サイト⇒
事業者の方へ⇒開発・建築⇒
開発許可制度について⇒
申請書等の様式について」



[bookmark: _Hlk196413338]１　標識の設置（町手続規則第３条第１項第２号・第４号様式）

２　工事着手届（町手続規則第３条第１項第１号・第３号様式（１部）
　　開発工事着手後、外部から見やすい場所に所定事項を記載した標識を設置し、速やかに着手届を提出してください（メール・郵送可）。
	
	添付書類
	備考

	1
	写真
	標識設置状況、工事着手が分かる全景



３　（公共施設）工事完了届（法３６条第１項・規則別記様式第５　正・副　計２部）
開発区域、工区又は公共施設の工事完了が確実になったら、事前に日程を調整してから完了届を提出し、完了検査を受けてください。　→２ページ～　完了検査　参照
[bookmark: _GoBack]※　完了検査前に必要となる手続きがある場合は、事前に手続きを済ませないと完了検査が受けられませんのでご注意ください。
→公告前建築等承認・中間検査・開発行為の変更許可・軽微な変更の届出等　別資料へ
	
	添付書類
	備考

	1
	公図の写し
	区域朱書き

	2
	土地利用計画図
	審査済印のあるもの

	3
	確定測量図（1/500以上）
	・確定測量の実測に基づいて作成し「確定測量図」と記入
・区域朱書き、面積（小数点第２位）・方位・縮尺・杭の種類、境界点間距離（小数点以下第３位）等を記入

	4
	工事写真
	雨水排水施設、義務擁壁等の施工状況で完了検査時に目視できないもの

	5
	その他
	開発許可後に分合筆した場合、その部分の登記事項全部証明


[bookmark: _Hlk196314562]
４　完了検査後の流れ
（１）工事検査員から検査終了後に現場で工事検査結果指示書をお渡しします。
是正指示がある場合、是正を行った上で検査当日お渡しする是正結果報告書にて報告してください。

（２）検査及び検査後の是正により開発許可の内容に適合していると認められる場合、「開発行為に関する工事の検査済証」を交付し毛呂山町告示により工事の完了公告を行うことにより、建築制限の解除及び公共施設の帰属と管理についての効果が生じます。
　　※　道路等の町への帰属がある場合は、完了検査の前に担当課と連絡を取り、帰属に必要な書類を準備しておいてください。

完了検査
１　完了検査時に用意するもの
　〔　関係書類　〕
	①開発行為許可書(副本)
	

	②工事施工（記録）写真（地盤改良、排水管・ますの採石等、擁壁の配筋・基礎工等検査時に見えなくなる部分が確認できるもの）
	❶着工前　❷施工中　❸完成の各段階のもの
各種構造物の寸法が明確に判読できるように、
スタッフ、ポール等の測定器具を当てながら、
◆撮影箇所　◆撮影年月日　◆構造物の内容等を
明記した黒板を提示して撮影してください。
※　背景が確認できるもの及び目盛りが判読できる
　アップ写真

	③道路の路盤等の試験結果
	◆砂置換法による土の密度試験
◆平板載荷試験　　　　　　　　等のデータ

	④アスファルトの試験データ等
	◆抽出試験データ　◆コア等

	⑤骨材の試験成績表
	◆当該試験データ

	⑥使用した材料等の品質管理資料
	◆当該データ　◆カタログ等


　〔　検査器具　〕
	①　◆スチールテープ（５０ｍ以上のもの→５０ｍ以上ある場合には相応の本数）
　　◆コンベックス（５ｍ程度）　◆下げ振り
②　（→必要がある場合）
③　◆ポール　◆ピンポール　◆レベル　◆スタッフ　◆水糸　◆勾配定規
④　◆スコップ　◆つるはし
⑤　コアカッター（必要な場合）
⑥　テーブル等（図面を広げ、資料の照合・判定ができる場所の確保）
⑦　Ｕ字溝の蓋等をあけるフック等
⑧　◆下水管ミラー　◆懐中電灯　◆水・バケツ等（水を流すための器具）



２　完了検査の出席者
本人・代理人、設計者、工事施行者など、施工方法や設計の考え方を説明できる方とし、境界点間距離測定（最低２名必要）など、検査に必要な人数の出席をお願いします。

３　完了検査の主な検査内容
（１）確定測量図等に基づく区域の実測
（２）境界標の確認
（３）擁壁の施工状況の確認
（４）道路の幅員及び舗装工の確認
（５）汚水排水施設の確認
（６）雨水排水施設及び流出対策の確認
（７）その他工程ごとの施工状況（目視できない箇所は工事写真）の確認

※　これらが確認できない場合には、再検査等になることがありますので、申請者　　　（代理人）の方は検査前に必ず確認をお願いします。

４　完了検査前に行う事項
（１）開発行為許可書と工事現場の工事内容に相違はないか？
　　→相違がある場合、変更許可又は変更届手続が必要なので協議してください。
（２）施工（記録）写真の整理
　　◆施工（記録）写真の撮影方法は以下のとおりです。
	
	開発区域
	●工事着手前の全景　　●工事完了後の全景

	
	

道  路
	●路盤の厚さと転圧状況
　→◆水糸を張り路床高から仕上げレベルが判るもの
　　◆上層と下層路盤の厚さが判るもの
　　◆上層路盤高から舗装仕上げ面レベルの寸法が判るもの
●路盤の試験・試料の採取状況
（事前にコア抜きの箇所と箇所数を町に確認しておくこと。）

	
	切土・盛土
	●軟弱地盤対策の工事過程が判るもの
●元地盤から３０cmごとの盛土の敷きし・転圧などの工程が判るもの

	
	

擁  壁
	●支持地盤（床掘）の状況
●基盤砕石の厚さ及び転圧状況
●の配筋状況（リボンテープ又はスタッフを当てて撮影）
●止水板の設置状況
●裏込砕石の状況（水抜穴のある部分のみではなく、全体の面に施工）
●支持杭又は地盤改良の状況

	
	雨水排水
	●浸透トレンチ管　→◆トレンチ管の敷設の状況
　　　　　　　　　　◆管の材料・規格・寸法
　　　　　　　　　　◆充填する３～４号単粒度砕石の厚さ及び幅
　　　　　　　　　　◆浸透性シートで砕石全体をくるんでいる状況
●浸　　透　　桝　→◆桝の敷設状況
　　　　　　　　　　◆桝の材料・規格・寸法
　　　　　　　　　　◆充填する３～４号単粒度砕石の厚さ及び幅
　　　　　　　　　　◆浸透性シートで砕石全体をくるんでいる状況

	
	汚水排水
	●マンホール、インバートの材料・規格・寸法及び敷設状況

	
	境界標
	●設置状況　　　　→◆コンクリート杭等の永久標の状況

	
	その他
	●カーブミラー　→◆基礎の状況
●防火水槽　→◆地盤の状況
　　　　　　　　　　◆砕石の厚さ及び転圧状況
　　　　　　　　　　◆躯体の配筋状況等


（３）各種試験結果の整理
（４）法第３２条協議(町)に伴う協議事項の確認及び道路法第２４条に基づく検査等
（５）消防施設等の消防署の検査
（６）下水道・県道・雨水抑制条例・緑を守る条例・建築確認等の検査状況・予定

[bookmark: _Hlk196413480]
工事検査における過去の主な指摘事項
１　開発区域におけるもの
	（１）境　界　標
	●確定測量図の表示と現地の境界標の種類が違う。
●境界標が適切に設置されていない。

	（２）確定測量図
	●境界点間距離と確定測量図の辺長が一致しない。
（ 対策 ）永久標に設置し直した後に布テープでなくスチールテ
ープを使用して必ず実測し、確定測量図を作成
※　誤差の許容範囲
	
	２０ｍ未満
	２０ｍ以上

	平地
	１０㎜以下
	辺長×1/2000㎜以下

	山地
	２０㎜以下
	辺長×1/1000㎜以下




	（３）工　作　物
	●開発区域外に土留め、よう壁、基礎等の工作物が突出・傾き
　

	（４）整　地　等
	●敷き均しや転圧が不十分
●盛土の中にコンクリート殻・木の根等が混在
●ブロックの鉄筋がむき出しで危険
（対策）キャップをかぶせるか折り曲げ


２　工事記録写真におけるもの（写真は工事の部位ごとに撮影すること。）
	（１）寸　　法
	●コンベックスを当てて撮影したため寸法の判読が困難
　◆配筋・擁壁等の基礎寸法、路盤・擁壁の裏込め砕石の厚さ
（対策）各工程ごとに必ずスタッフやリボンテープほか必要な
　　　計測器材と黒板を使って撮影
●写真の取り忘れ　⇒破壊検査以外に確認が困難となり、
検査済証が交付できないこともあるので注意！
	

	（２）施工状況
	●擁壁の裏込め砕石が不明
（対策）上部から、①砕石を入れる前　②中間まで入れた状況
　③最終状況……３段階を撮影
●擁壁の水抜き穴の処理が不明
（対策）裏込め砕石流出防止用の網の施工状況を撮影
●基礎の支持地盤の種類が不明
（対策）①仮定した地盤高　②支持地盤まで掘削状況を撮影
※　盛土の際に３０cm転圧の中間検査が必要な場合もあります。
	

	（３）使用材料
	●使用材料が不明　（対策）使用材料ごとに検収し必ず撮影
	

	（４）試験結果
	●記録が不十分　　（対策）砂置換試験等の状況を必ず撮影
	


３　試験成績表等の資料が整理されていないもの
　①カタログ等が不足　　➁各種材料の試験結果が不足
４　現地と開発行為許可書と相違しているもの
　①境界ブロック(土留め)の厚さ等　➁道路幅員　➂区画　④擁壁の構造　⑤造成高
　⑥ごみ置場の構造　
５　雨水排水工事の施工状況が不備なもの
　①砕石部分が透水性シートで包まれていない。
②単粒度砕石でなく粒調砕石が使用
　➂浸透トレンチの管長不足　（対策）桝の砕石部分は管長に含めないで施工する。
　④浸透トレンチの砕石断面の不足
　⑤常水面レベルが未調査なため常に桝や井戸に水が溜まる。
　⑥調整池のオリフィス管の断面積が過大
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